
（別紙３）各種帳票について 

①特定健診・特定保健指導 データ受領書：送付単位に作成される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②特定健診・特定保健指導 受付エラー連絡票：送付単位に作成される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定保健指導については、※印の表記が「特定保健指導」となる。 

※ 

※ 

特定保健指導については、※印の表記が「特定保健指導」となる。 



③ 返戻一覧表：健診等機関単位で作成される 

   （「特定健康診査」と「特定保健指導」の区分は標題に印字されます）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④支払額通知書：健診等機関ごとに、金融機関情報、支払日、支払額を通知するもの 

 

 

 

 

健診等費用について支払決定し、金融機関に送金しますので通知いたします。 



⑤支払額内訳書：支払確定額の詳細を保険者、請求内容ごとにまとめたもの 

  

 

 

 

 



⑥過誤調整結果通知書：被保険者ごとの過誤調整された結果が取りまとめられたもの 

  

 

 


